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01 男女
期間の期間の期間の期間の 臨労 一 短 中南高短大大 生管事技 年 S I S 年定め 定め 定め 定め 働 時 } 子

未 4 9 14 以無有 無有 時者 般間 学校専大学院 産理務術 満年年年上
1 2 1 i 

I 
2 3 i 

I 
4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 I期間の期間の期間の期間の 恋労 一 短 中高高短大大 生管事技 1 1 5 10 15 

02 男女 年 1 I S 年定め 定め 定め 定め 働 時 巫子
未 4 9 14 以無有 無有 時者 般間 学校専大学院 産理務術 満年年年上

1 2 1 : 2 a : 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 
期間の期間の期間の期間の 臨労 一 短 中高高短大大 生管亭技 1 1 5 10 15 

03 男女 年 I I I 年定め 定め 定め 定め 働 時 巫子
未 4 9 14 以無有 無有 時者 般間 学校専大学院 産理務術 満年年年上
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期間の期間の期間の期問の 臨労 一 短 中庶高短大大 生管事技 1 1 5 10 15 
04 男女 年 S S S 年定め 定め 定め 定め 働 時 足子

未 4 9 14 以無有 無有 時者 般間 学校専大学院 産理務術 満年年年上
1 2 1 : 2 a : 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 

期間の期間の期間の期間の 臨労 一 短 中面高短大大 生管事技 1 1 5 10 15 05 男女 年＼ ＼ ＼年定め 定め 定め 定め 働 時 足子
未 4 9 14 以無有 無有 時者 般間 学校専大学院 産理務術 満年年年上
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1 1 5 10 15 円 円 円 円 円 円
06 男女

期問の期間の期間の期問の 臨労 一 短 中高高短大大 生管事技 年 S S S 年定め 定め 定め 定め 働 時 } 子
未 4 9 14 以

無有 無有 時者 般間 学校専大学院 産理務術 満年年年上
1 2 1 : 2 a : 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 

期間の期問の期間の期問の 臨労 一 短 中高高短大大 生管事技 1 1 5 10 15 
07 男女 年ss s年定め 定め 定め 定め 働 時 } 子

未 4 9 14 以無有 無有 時者 般間 学校専大学院 産理務術 満年年年上
1 2 1 : 

I 
2 3 : 

I 
4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 

期間の期間の期間の期間の 臨労 一 短 中南高短大大 生管事技 1 1 5 10 15 08 男女 年 I I I 年定め 定め 定め 定め 慟 時 ｝ 子
未 4 9 14 以無有 無有 時者 般間 学校専大学院 産理務術 満年年年上

1 2 1 l, s : 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 
期問の期問の期問の期問の 臨労 一短 中高高短大大 生管事技 1 1 5 10 15 

09 男女 年 S I S 年定め 定め 定め 定め 働 時 学 未 4 9 14 以無有 無有 時者 般間 学校専大学院 産理務術 満年年年上
1 2 1 : | 2 3 : | 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 

期間の期間の期間の期間の 臨労 一短 中南高短大大 生管亭技 1 1 5 10 15 
10 男女 年 S S S 年定め 定め 定め 定め 働 時 学 未 4 9 14 以無有 無有 時者 般間 学校専大学院 産理務術 潰年年年上

□三

この調査は、統計法に某づく 某幹統計を作成するために行う調査で す。
この調査の対象と なった事業所の方々には統計法に基づく報告の義務があり、報告の拒否や虚偽報告については罰則があります。
この調査の実施に当たっては、 特に必要があ る場合には、資料の提出のお願いや関係者の方々への質問を行うことがあります。




